
船舶事故調査報告書 

平成３０年５月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２９年１２月４日 １０時４５分ごろ 

発生場所 秋田県男鹿
お が

市塩瀬
し お せ

埼南南西方沖 

 塩瀬埼灯台から真方位２０２°１０.５海里付近 

 （概位 北緯３９°４１.７′ 東経１３９°４０.１′） 

事故の概要  漁船第五十八廣
こう

福
ふく

丸は、揚網作業中、甲板員がボールローラに右腕

を挟まれて負傷した。 

事故調査の経過 平成２９年１２月７日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第五十八廣福丸、２８トン 

１２５０４２、廣福漁業有限会社 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海）（旧就業範囲） 

甲板員Ａ、一級小型（免許証失効中） 

 負傷者 軽傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：波向 西、波高 約１.５～２.０ｍ 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員Ａほか３人が乗り組み、はたはた漁の目的

で塩瀬埼南南西方沖の漁場に向けて男鹿市椿
つばき

漁港を出港した。 

甲板員Ａは、４回目の揚網作業中の平成２９年１２月４日１０時 

４５分ごろ、後部甲板の船尾に取り付けられたボールローラ（以下

「本件ローラ」という。）に底引き網の袋網の口部に巻いたロープ

（以下「本件ロープ」という。）を挟み込んで袋網を引き揚げる際、

本件ローラの左舷側に立ち、両手の間を開けて握った本件ロープの両

手の間の部分を右手を上にし、本件ローラに挟み込ませようとしたと

ころ、右腕を本件ローラに巻き込まれた。 

本船は、後部甲板にいた他の甲板員２人が甲板員Ａの異常に気付い

て残りの箱網をすぐに巻き揚げた後、船長が後部甲板での異常に気付

いて所属の漁業協同組合担当者に携帯電話で救急車の手配を依頼し、

急いで帰港した。 

甲板員Ａは、帰港後、救急車で男鹿市内の病院に搬送され、右肩腱

板損傷と診断された。 

甲板員Ａは、本件ローラの左舷側に立っていたので、本件ロープを

両手で本件ローラに挟み込ませようとした際、左右舷の方向に並んで

いる２個の本件ローラの間の挟み口が見えない状態となり、右手を本

件ローラの挟み口に近づけていることに気付かず、右腕を巻き込まれ



たと本事故後に思った。 

甲板員Ａは、ふだん、本件ローラの正面に立ち、片手で本件ロープ

を本件ローラに挟み込ませていたが、本事故前、本件ロープを本件ロ

ーラに挟み込ませたものの、すぐに外れたので、本事故時、再度挟み

込ませようとして左舷側に立ち、両手の間を開けて本件ロープを握

り、本件ローラの挟み口に近づけていた。 

甲板員Ａは、小型漁船の船長経験が約４０年あり、その後、本船に

平成２８年９月から甲板員として乗船していた。 

甲板員Ａは、連日の操業で疲れがた
．
まっていたと本事故後に思っ

た。 

甲板員Ａは、本事故当時、ゴムカッパの上下、ゴム手袋、ゴム長靴

及び救命胴衣を着用していた。 

分析 

 

本船は、塩瀬埼南南西方沖において、はたはた漁の底引き網の揚網

作業中、甲板員Ａが、本件ローラの左舷側に立ち、左右舷の方向に並

んだ２個のローラの挟み口が見えない状態で本件ロープを本件ローラ

に挟み込ませようとしたことから、右手を本件ローラの挟み口に近づ

けていることに気付かず、右腕を本件ローラに巻き込まれて負傷した

ものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、塩瀬埼南南西方沖において、はたはた漁の底引

き網の揚網作業中、甲板員Ａが、本件ローラの左舷側に立ち、左右舷

の方向に並んだ２個のローラの挟み口が見えない状態で本件ロープを

本件ローラに挟み込ませようとしたため、右手を本件ローラの挟み口

に近づけていることに気付かず、右腕を本件ローラに巻き込まれたこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・揚網機に綱等を挟み込む際には、手元が見える位置でよく見て行

うこと。 

 


